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1 環境報告書の目的 
この環境報告書は、2022（令和 4）年 3 月に策定した「第 2 次長泉町環境基本計画」に基づき、2023

（令和 5）年度の年次報告書として発行するものです。 

環境報告書を作成・発行する大きな目的は、町・町民・事業者がお互いの情報を共有し、コミュニケー

ションの促進や協働を図っていくことです。また、情報を提供することにより、環境保全への関心を喚

起し、環境保全活動をより活発にしていくことも目的のひとつです。 

さらに、環境報告書は環境基本計画の進行管理という役割を担っています。計画に示された行動方針

や重点プロジェクトに沿って、どのような取り組みが進められ、計画の目標が達成されているかを明ら

かにすることで取り組みの改善を図り、計画をより一層推進しようとするものです。 

 

 

2 環境報告書の位置付け 
「第 2 次長泉町環境基本計画」の「第 4 章 推進体制・進行管理」では、環境に関する取り組みの実施

状況を点検・評価することや、環境報告書（年次報告書）を毎年度作成・公表することなどを定めてい

ます。環境報告書は、PDCA サイクルの C（Check：計画の点検・評価）で作成・発行が定められています。 

 

 

 

計画の進行管理 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

計画の策定 
◆町民・事業者の意見を取り入れた計

画の策定 

◆町長から環境審議会への諮問と答申 

計画の見直し 
◆取り組みの改善・見直し 

◆5年後に計画の見直し 

計画の推進 
◆計画に基づく施策・事業の実施 

◆町民・事業者による取り組みの推進 

計画の点検・評価 
◆施策・事業の実施状況の把握 

◆目標の達成状況の把握 

環境報告書で公表・意見募集 

第 1章 環境報告書とは 
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3 環境報告書の作成と報告書を活用した点検・評価 
環境報告書の作成手順と、報告書を活用した環境基本計画の点検評価のしくみは以下のとおりです。 

 

 
環境報告書の作成手順及び環境基本計画の点検評価のしくみ 

   

各課照会・庁内点検評価シート配布 

数値目標の実績、施策状況の把握 

庁内点検評価（案）とりまとめ 

環境報告書の作成・各課照会 

環境報告書（案）の修正・各課照会 

各担当課 

くらし環境課 

くらし環境課 

意見の集約・各課照会、予算要求 くらし環境課 

次年度施策・事業への反映 各担当課 

くらし環境課 

環境報告書(案)の報告・審議 環境審議会 

環境報告書の公表 
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4 環境報告書の構成 
環境報告書の構成は以下のとおりです。 

 

環境報告書の構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考 計画の推進に向けた体制づくり 

 

「第 2 次長泉町環境基本計画」では、計画を推進する体制として、以下のようなしくみづくりを

目指しています。 

 

第 2 章 環境基本計画の概要 

1.計画の位置付け 

2.計画の期間 

3.計画の対象地域 

4.計画の対象とする環境の範囲 

5.計画の推進主体と役割 

6.基本理念 

7.望ましい環境像 

8.環境目標 

9.計画の体系 

第 3 章 環境基本計画の進捗状況 

1.数値目標と環境施策の評価まとめ 

2.行動方針 

・数値目標（現状値、目標値、評価など） 

・町の施策の実施状況 など 

第 1 章 環境報告書とは 

1.環境報告書の目的     3.環境報告書の作成と報告書を活用した点検・評価 

2.環境報告書の位置付け  4.環境報告書の構成 

 

 

庁内会議 
◆関係各課の取り組みの調整 

◆計画の進捗状況の公表、点検・評価、見直し 

各担当課 
◆施策・事業への環境配

慮の織り込み 

◆町民や事業者の取り

組みの推進支援 

事務局 

（くらし環境課） 
◆町民・事業者と

町を結ぶ窓口 

環境審議会 
◆施策や目標の達成状況

の点検・評価 

◆次年度以降の改善事項

などについて検討 

町  長 

連携 

連携 指示 報告 

報告 指示 
諮問 

答申 

調整 

町民・事業者 
◆環境保全及び創造の取り組みの積極的推進 

◆町が実施する取り組みの推進への協力 

地域活動団体・NPO など 
◆地域の実情の把握や情報

の収集・発信 

報告 提案 

参加 

啓発 

提言 

公募 

参加 

国・県 

周辺自治体 

連携 
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1 計画の位置付け 
「第 2 次長泉町環境基本計画」は「長泉町環境基本条例」の第 7 条に基づき策定するものであり、環

境に影響を及ぼすと思われる町の施策・事業は、この環境基本計画と整合を図りつつ進めることで、長

泉町総合計画を環境の面から実現していきます。 

なお、国や県の環境基本法・環境基本条例や環境基本計画などとの関連性にも配慮するとともに、本

町が国や県、その他の自治体などと連携をとりながら進めていく施策や事業の方針についても示します。 

 

 

 

 

2 計画の期間 
計画の期間は、2022（令和 4）年度からの 10 年間とし、計画の目標年次は 2031（令和 13）年度とし

ます。ただし、環境問題への取り組みは長期的な視点に立つことが重要であることから、本計画では 30

年後に実現させたい環境像を「望ましい環境像」として設定し、その実現のため、10 年間に実施してい

く施策や取り組みの基本的方向を示すという形をとります。 

 

 
 

 

 

 

2022 
（令和 4） 

年度 

望ましい環境像 

計画期間終了 

 

第 2 次環境基本計画 

計画策定 中間見直し 

2026 
（令和 8） 

年度 

2031 
（令和 13）

年度 

 
30 年後 

第 2章 環境基本計画の概要 

長泉町 

静岡県 

国 

長泉町環境基本計画 

長泉町環境基本条例 第 5次長泉町総合計画 

個別の計画 

環境基本法 

環境基本計画 

静岡県環境基本条例 

静岡県環境基本計画 

第 7条 

整合 

環境面 

から実現 
即する 関連 

関連 

 長泉町一般廃棄物処理基本計画 
 長泉町地球温暖化対策実行計画（区域施策編） 
 長泉町地球温暖化対策実行計画（事務事業編）など 

上位計画として位置付け 
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3 計画の対象地域 
計画の対象とする地域は、長泉町全域とします。 

 

 

4 計画の対象とする環境の範囲 
計画の対象とする環境分野を地球環境、廃棄物、環境教育・環境情報、自然環境、快適環境、生活

環境に分け、さらに各分野に含まれる環境の範囲を以下のとおりとします。 

なお、これらの環境は人口・世帯数、産業、交通、土地利用などの「社会」や「経済」などとも密

接に関わるものであり、ここにあげた範囲に限らず、「環境」「社会」「経済」という視点で総合的に捉

えていきます。 

 

 
 

 

5 計画の推進主体と役割 
計画を推進する主体は、町・町民・事業者とします。各主体は、「長泉町環境基本条例」に規定されて

いる責務を果たすとともに、互いに連携し、一体となって本計画の目標の達成に向けて協力していくこ

とが必要です。 

 

   

 

 
公園緑地 

景観・環境美化 

 
ごみの発生抑制・ 

再利用・再資源化 

ごみの適正処理 

 
水環境・大気環境 

（大気汚染・悪臭 

騒音・振動） 

公害・化学物質 

廃棄物 

快適環境 生活環境 

 
省エネルギー 

再生可能エネルギー 

気候変動 

地球環境 

 
森林・農地 

動植物 

自然とのふれあい 

 

自然環境 

 
環境教育・環境学習 

環境保全活動 

環境情報 

 

環境教育・環境情報 

 
本町の自然・社会状況に

応じた環境基本計画や施

策を検討してこれを実施

します。 

 
日常生活の中で自ら進ん

で、環境保全に関する取

り組みを実践します。 

環境施策に協力します。 

 
環境負荷の低減や環境保

全に関する取り組みを積

極的に進めることによ

り、事業活動で生じる公

害や自然環境への影響を

防ぎます。 

環境施策に協力します。 

町 町民 事業者 
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6 基本理念 
基本理念とは、町・町民・事業者が環境の保全及び創造を推進するにあたって、行動や判断の共通認

識とすべき事項を示したものです。 

「長泉町環境基本条例」の第 3 条では、町の環境やそれを取り巻く地球環境について、現在及び将来

の世代が環境からの恵みを受けられるよう、4つの基本理念を定めています。 

本計画でも、同条例の基本理念を踏襲して掲げます。 

 

 

 

 

 

 

 
 

7 望ましい環境像 
望ましい環境像とは、環境課題を踏まえたうえで、本町がこれからどのような環境を目指して計画を

進めていくのかを示す長期的目標であり、おおむね 30 年後を想定しています。基本理念のもと、町・町

民・事業者の各主体が自らの役割を果たし、将来の望ましい環境像の実現を目指します。   

●環境の恵みを受け、良好な環境を将来の世代へ引き継ぐ 

●町・町民・事業者それぞれが自主的かつ積極的に取り組む 

●環境への負荷を低減して自然と共生する循環型社会をつくる 

●すべての事業活動や日常生活で地球環境の保全を推進する 

自然の恵みを 未来へつなぐ  
持続可能なまち ながいずみ 

本町は、愛鷹山麓から続く広大な森林や里山、黄瀬川や桃沢川などの河川、豊富な水資源などがあ

り、多くの生物が生息・生育しています。そして、これらの自然環境が、潤いのある住環境の創造、

自然災害の発生防止、豊かな産業の振興など、私たちの暮らしの基盤となっています。 

このような「自然の恵み」は、現在の世代だけではなく、未来の世代にも残していくとともに、さ

らに磨きをかけたものにしていく必要があります。 

そのため、私たちはこの「自然の恵み」が、活気のある、住みやすい現在の長泉町を支えていると

いうことを認識するとともに、将来へとつないでいくため、町・町民・事業者が協働して持続可能な

社会をつくりあげていきます。そのことにより、住む人がいつまでも住み続けたい、訪れた人がまた

来たいと思えるようなまちをつくります。 
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8 環境目標 
 望ましい環境像を実現するための柱として環境目標を定め、これらの下に具体的な施策を展開します。 

 

■環境目標 1：脱炭素を実現するまち 
エネルギー使用の増大は、地球温暖化など地球規模の問題を引き起こしました。特に近年では、猛暑

や集中豪雨などの影響が既に現れはじめていることから、脱炭素社会の実現に向けた取り組みが急務と

なっています。そのため、世界や国の歩調と合わせながら、脱炭素を実現するまちをつくります。 

 

■環境目標 2：ごみのない 資源が循環するまち 
今までの大量生産・大量消費・大量廃棄型のライフスタイルは、資源の枯渇や環境への負荷の増大、

ごみの増大を引き起こしました。特に近年では、食品ロスや廃プラスチックの問題への対策が急務と

なっています。そのため、ごみの発生がない資源が循環するまちをつくります。 
 

■環境目標 3：みんなで取り組み 環境を育むまち 

 本町の環境を将来にわたって守り育てていくためには、町民一人ひとりが環境問題のことをよく知り、

環境を大切に思う心を持つことが大切です。そのため、町・町民・事業者が協働しながら、環境教育・

環境学習や環境保全活動を拡大していくことで、よりよい環境をつくり育みます。 

 

■環境目標 4：人と自然が 共生するまち 

本町は、愛鷹山麓の広大な森林や、山麓から平地に広がる農地に囲まれ、多くの生物が生息・生育し

ています。また、身近な自然とのふれあいは、私たちの癒しや学びの場としても重要です。しかし、開

発など人の活動によって自然環境が損なわれれば、最終的にはその影響が私たちの生活にも及ぶことに

なります。そのため、人と自然が共生し、自然からの恵みを将来まで引き継いでいけるまちをつくりま

す。 

 

■環境目標 5：心地よく 住み続けたいまち 

私たちの暮らしの中で、安らぎや快適さを感じることがきできる環境は、健康で文化的な生活をお

くっていくためにとても重要な要素です。例えば、身近な場所に公園があること、まちに緑が多いこと、

きれいな景色があること、ごみのない清潔な環境があることなどがそれにあたります。このような環境

づくりをすることで、みんなが心地よく、住みやすく、今後もずっとここで暮らしたいと思えるまちを

つくります。 

 

■環境目標 6：水と空気がきれいで 安全・安心なまち 

私たちが健康な生活をおくるためには、水や空気がきれいで、不快な音や臭いがせず、さらに化学物

質などによる汚染などの心配のない安全な環境が必要です。そのため、日常生活や事業活動による環境

への負荷を低減し、安全・安心で住み続けられるまちをつくります。 

   



第 2章 環境基本計画の概要 

 
8 

9 計画の体系 
  

 

 

環境目標 

 

 

⾃然の恵みを 未来へつなぐ 持続可能なまち ながいずみ 

 

望ましい環境像 

 

行動方針 

1 脱炭素を実現するまち 
【地球環境】 

1 省エネルギーを推進する 

2 再⽣可能エネルギー等を普及・推進する 

3 ４Ｒを推進する 2 ごみのない  
資源が循環するまち  
【廃棄物】 

5 ⼼地よく 住み続けたいまち 
【快適環境】 

6 ⽔と空気がきれいで  
安全・安⼼なまち 
【⽣活環境】 

3 みんなで取り組み 
環境を育むまち 
【環境教育・環境情報】 

4 ごみを適正に処理する 

8 公園や緑を増やす 

9 清潔で美しいまちにする 

10 ⽔や空気をきれいにする 

5 環境について学び⾏動する 

4 ⼈と⾃然が 共⽣するまち 
【⾃然環境】 

6 森林と農地をまもる 

7 ⾝近な⾃然や⽣きものと共に⽣きる 

 

 

ながいずみ ⽔・緑・脱炭素 プロジェクト 

 

重点プロジェクト 
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1 数値目標と環境施策の評価まとめ 
 

■数値目標の評価 
 2023（令和 5）年度の現状値、策定時（2020 年度）及び中間目標（2026 年度）から設定した 2023（令

和 5）年度の目標値を比較し、どの程度達成しているかを A～D の 4 段階で評価しました。 

 その結果、A（100％以上達成）が 50.0％、B（80％以上～100％未満達成）が 39.3％、C（50％以上～

80％未満達成）が 7.1％、D（50％未満達成）が 3.6％でした。 

 

A～D 評価ごとの指標 

評価 指標 

A 

100％以上達成 

 

町域の温室効果ガス排出量の削減率（2013 年度基準）、家庭用蓄電池設置件

数（累計）、1 人 1 日当たりごみ排出量、生ごみ処理機器補助基数（累計）、

最終処分場の埋め立てごみ搬入量、最終処分場の 1 人当たり埋め立てごみ搬

入量、認定農業者数、桃沢野外活動センターの利用者数、町民 1 人当たりの

公園広場の面積、清掃の日参加延べ人数、黄瀬川環境基準達成率、下水道整

備率【第 5 次総合計画の指標】、汚水処理人口普及率、公害防止協定締結数 

B 

80％以上～100％未満達成 

町公用車の低公害車の導入割合、うちエコ診断受診世帯数（累計）、太陽光発

電設置件数（累計）、燃料電池コージェネレーションシステム設置件数（累計）、

再資源化率、アースキッズ参加者数（累計）、水生生物観察会の参加人数（累

計）、市街化区域における町民 1 人当たりの都市公園面積【第 5 次総合計画の

指標】、町民が管理する花壇数、河川清掃参加者数、公共下水道普及率 

C 

50％以上～80％未満達成 

コミュニティ交通の利用者数、民有林の間伐面積 

D 

50％未満達成 

環境に関する講座や教室の参加者数（累計） 

評価対象外 なし 

 

 

 

 

 

 

第 3章 環境基本計画の進捗状況 

2023（令和 5）年度目標値に対する評価 

2023 年度 2026 年度 

中間目標 

目
標
値
→ 

現
状
値
→ 

2020 年度 

策定時 

目標値の考え方 

中間目標（2026 年度）を達成するために、 

2023年度時点で達成が期待される数値を「目

標値」として算出し、現状値との比較により

2023 年度における評価を行います 

A(100%以上)

50.0%

B(80%以上

100%未満）
39.3%

C(50%以上80%

未満)
7.1%

D(50%未満)

3.6%
評価対象外

0.0%
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数値目標一覧 

環

境

目

標 

行

動

方

針 

番

号 
指標 単位 

策定時 現状値 目標値 
中間 

目標 

最終 

目標 

2020 

年度  

2023 

年度   

評

価 

2023 

年度 

2026 

年度 

2031 

年度 

1 1 1 町域の温室効果ガス排出量

の削減率（2013 年度基準） 

％ -5.1 

(2016) 

-13.6 

(2020) 

A -11.0 

(2020) 

*-19.8 -28.0 

(2030) 

2 町公用車の低公害車の導入

割合 

％ 71.6 74.4 B 80.9 90.1 96.3 

3 うちエコ診断受診世帯数 

（累計） 

世帯 105 158 B 163 220 320 

4 コミュニティ交通の 

利用者数 

人/年 39,098 

(2019) 

32,071 C 46,366 *50,000 ― 

2 5 太陽光発電設置件数（累計） 件 1,037 1,148 B 1,274 1,510 1,910 

6 燃料電池コージェネレー

ションシステム設置件数 

（累計） 

件 98 127 B 154 210 310 

7 家庭用蓄電池設置件数 

（累計） 

件 63 180 A 152 240 390 

2 3 8 1 人 1 日当たりごみ排出量 g/人・日 708 669 A 685 *670 660 

9 再資源化率 ％ 25.0 23.0 B 26.2 *27.0 29.0 

10 生ごみ処理機器補助基数 

（累計） 

基 1,254 1,389 A 1,312 1,370 1,470 

4 11 最終処分場の埋め立てごみ 

搬入量 

t/年 1,347 1,180 A 1,334 1,320 1,300 

12 最終処分場の 1 人当たり 

埋め立てごみ搬入量 

kg/人・年 30.9 27.1 A 30.6 30.3 29.8 

3 5 13 環境に関する講座や教室の 

参加者数（累計） 

人 1,300 1,315 D 2,875 4,450 6,700 

14 アースキッズ参加者数 

（累計） 

人 1,937 3,265 B 3,284 4,630 6,880 

4 6 15 民有林の間伐面積 ha/年 18 2 C 3 3 3 

16 認定農業者数 人 17 18 A 18 *18 21 

7 17 水生生物観察会の参加人数 

（累計） 

人 398 524 B 534 670 870 

18 桃沢野外活動センターの 

利用者数 

人/年 37,597 50,634 A 38,799 40,000 42,000 

5 8 19 町民 1 人当たりの公園広場

の面積 

ｍ2/人 10.30 10.36 A 10.34 10.38 10.54 

20 市街化区域における町民 

1 人当たりの都市公園面積 

ｍ2/人 1.45 

(2019) 

1.49 B 1.88 *2.10 

 

2.78 

21 町民が管理する花壇数 箇所 79 79 B 85 90 100 

9 22 清掃の日参加延べ人数 人/年 20,012 28,107 A 25,006 30,000 30,000 

23 河川清掃参加者数 人/年 0 2,629 B 3,000 3,000 3,000 

6 10 24 黄瀬川環境基準達成率 ％ 100.0 100.0 A 100.0 100.0 100.0 

25 公共下水道普及率 ％ 77.7 80.4 B 80.7 83.7 88.7 

26 下水道整備率 ％ 64 

(2019) 

68 A *67 68 72 

27 汚水処理人口普及率 ％ 86.0 90.4 A 87.5 89.0 91.5 

28 公害防止協定締結数 社 37 38 A 38 39 41 

注）評価は現状値(2022 年度)と目標値（2022 年度）の数値を比較し、どの程度達成しているかを示したもの。 

 A:100％以上達成 B:80％以上～100％未満達成 C:50％以上～80％未満達成 D:50％未満達成 -：評価対象外 

目標値、評価の詳細は、数値目標の項目を参照。 

*印は 2025 年度の目標。   
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①●●●●●● 
 ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ 

 ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ 

 

 
  

◇ ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ 【●●課】 

◇ ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ 【●●課】 

◇ ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ 【●●課】 

 

2023（令和 5）年度の実績 

町の施策 

2 行動方針 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

指標 ●●●●●●●●●● 担当課 ●●課 

指標の定義 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

数
値
目
標 

策定時 2020 年度 ●人  

現状値 2023 年度 ●人 

目標値＊ 2023 年度 ●人 

評価   

中間目標 2026 年度 ●人 

最終目標 2031 年度 ●人 

現状コメント ●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●

●●● 

 

数値⽬標 

行動方針の見方について 

 

 
 

グラフ 

 

◆策定時（2020 年度）及び最終目標（2031 年度）から逆算した目標値（2023 年度）を比

較し、どの程度達成しているかを示したものです。 

A：100％以上達成        B：80％以上～100％未満達成 

C：50％以上～80％未満達成    D：50％未満達 

-：評価対象外 

環境基本計画に掲載して

いる町の施策を示します。 

2023（令和 5）年度に実施した内容を示します。 
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【行動方針】

1 
環境目標 1｜脱炭素を実現するまち 

省エネルギーを推進する 
 

 

 

指標 町域の温室効果ガス排出量の削減率 

（2013 年度基準） 
担当課 くらし環境課 

指標の定義 町域からの温室効果ガス排出量の削減率（2013 年度比） 

数
値
目
標 

策定時 2016 年度 5.1％削減 

 

現状値 2020 年度 13.6％削減 

目標値＊ 2020 年度 11.0％削減 

評価 A 100％以上達成 

中間目標 2025 年度 19.8％削減 

最終目標 2030 年度 28.0％削減 

現状コメント 基準年度（2013 年度）と比較する

と、13.6％減少しており、目標値

を達成しています。産業部門、家

庭部門、業務その他部門、運輸部

門は減少し、廃棄物処理は増加し

ています。 

 

指標 町公用車の低公害車の導入割合 担当課 企画財政課 

指標の定義 町が所有する公用車に占める低公害車（クリーンエネルギー自動車、低燃費・低排出ガ

ス自動車）の割合 

数
値
目
標 

策定時 2020 年度 71.6％ 

 

現状値 2023 年度 74.4％ 

目標値＊ 2023 年度 80.9％ 

評価 B 80～100％未満達成 

中間目標 2026 年度 90.1％ 

最終目標 2031 年度 96.3％ 

現状コメント 低公害車以外の車両を 1 台・低公

害車を 2 台廃車とし、低公害車は

新たに 3 台導入しました。 

 

指標 うちエコ診断受診世帯数（累計） 担当課 くらし環境課 

指標の定義 うちエコ診断を受診した世帯数（累計） 

数
値
目
標 

策定時 2020 年度 105 世帯 

 

現状値 2023 年度 158 世帯 

目標値＊ 2023 年度 163 世帯 

評価 B 80～100％未満 

中間目標 2026 年度 220 世帯 

最終目標 2031 年度 320 世帯 

現状コメント うちエコ診断を福祉健康まつり、

長泉町産業祭にて実施しました。 

 

  

5.1 

32.1 

16.0 15.7 
13.6 

11.0 

19.8 

28.0 

0

5

10

15

20

25

30

35

2016 17 18 19 20 20 25 30

（％）

目標実績値

71.6 71.6 73.2 74.4 
80.9 

90.1 
96.3 

0

20

40

60

80

100

2020 21 22 23 23 26 31

（％）

目標実績値

105 
125 

145 158 163 

220 

320 

0

50

100

150

200

250

300

350

2020 21 22 23 23 26 31

（世帯）

目標実績値

数値⽬標 
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指標 コミュニティ交通の利用者数 担当課 企画財政課 

指標の定義 コミュニティバス・デマンドタクシーの年間利用者総数 

数
値
目
標 

策定時 2019 年度 39,098 人/年 

 

現状値 2023 年度 32,071 人/年 

目標値＊ 2023 年度 46,366 人/年 

評価 C 50～80％未満達成 

中間目標 2025 年度 50,000 人/年 

最終目標 2031 年度 ― 

現状コメント コミュニティバスの利用者数は、

新型コロナウイルス感染症流行

前の水準に戻っておらず、生活様

式の変化や運行形態の変更によ

るものと推測されます。 

 

①家庭や事業所における省エネルギーの推進 
 ゼロエネルギー住宅（ZEH）に対する補助、既存建築物に対する省エネルギー改修の促進、省エ

ネルギー診断の推進を行います。 

 出前講座やウェブサイト、広報などで地球温暖化対策やエネルギーに関する情報提供を行いま

す。 

 中小事業者を対象にエコアクション 21 の認証取得や省エネルギー機器への補助を行うととも

に、環境負荷の少ない燃料への転換促進を図ります。 

 環境負荷の少ない事業所や環境マネジメントを取り入れた事業所を誘致します。 

 

 
  

◇ ゼロエネルギー住宅（ZEH）に対する補助金を交付しました。 【くらし環境課】 

◇ 長泉町企業立地ガイドを活用し、省エネルギー設備導入事業費補助金の周知を

行いました。 

【産業振興課】 

◇ エコアクション 21 を認証取得する事業者に対して認証・登録料を、また、省

エネルギー設備導入費用に対して補助金を交付する事業を行いました。 

【くらし環境課】 

 

②町有施設や町の事業における省エネルギーの推進 

 公共施設・学校におけるエネルギーの使用の合理化や省エネルギー改修を行うとともに、クール

スポットづくりによる地域全体の省エネルギーの推進を図ります。 

 公共施設の新築時には、コージェネレーションシステムの導入や建物間における電気・熱の融通

などを検討します。 

 自転車や原付の利用促進により、公用車の使用頻度を減らします。 

 公用車への次世代自動車の導入、充電・充填設備（電気・水素）の設置などにより、次世代自動

車の普及促進を図ります。 

 イベント実施時の環境負荷の低減やカーボンオフセット（J-クレジットなど）の利用を推進しま

す。  
  

39,098 

0 

30,767 32,435 32,071 

46,366 
50,000 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

2019 20 21 22 23 23 25 31

（人/年）

目標実績値

2023（令和 5）年度の実績 

町の施策 
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◇ クルポのチラシを公共施設に配布しました。 【くらし環境課】 

◇ 学校におけるエネルギーの使用の合理化は、昨年度に引き続き、校長会にて節

電の呼びかけを実施し、各学校の職員室をクールスポットとして利用していた

だくよう継続して呼びかけをしました。また北小学校 A 棟西側トイレ及び北中

学校南棟東側トイレ改修では、照明を蛍光灯から LED 照明に変更するとともに

人感センサーを設置しました。 

【教育推進課】 

◇ 2023（令和 5）年度において、次世代自動車（電気自動車）を 1 台導入しまし

た。 

【企画政策課】 

◇ 電気自動車の導入にあわせ、当該車両で使用可能な外部給電機を購入しまし

た。 

【企画財政課】 

◇ 施設のトイレ改修及び教室内の照明器具修繕を実施する際には蛍光灯から

LED 照明に変更しています。 

【各課】 

◇ J-クレジット制度を利用したイベントを開催しました。 【産業振興課】 

◇ 福祉健康まつりにおいて、臨時送迎バスの利用を促し、公共交通機関の利用に

努めています。 

【福祉保険課】 

 
 

 

③省エネルギーのまちづくり 

 省エネルギー型の街路灯などの設置を推進します。 

 道路整備により交通渋滞を抑制するとともに、安全・安心な生活道路、歩行者・自転車空間を

確保します。 

 民間路線バスの確保・利用促進、コミュニティバスの路線確保・見直しを図るとともに、JR 沿

線の自治体などと鉄道の利便性向上等の働きかけを行います。 

 グリーンスローモビリティや自動運転、MaaS などの新技術を活用した交通システム導入の検討

をします。 

 「環境創造型まちづくりにおける連携に関する協定」を締結します。  
 

 
  

◇ 故障した街路灯具の更新は、LED 灯具としました。 【工事管理課】 

◇ 交通の分散等を図るため、(都）高田上土狩線整備工事及び、（都）沼津三島線

の事業化に向け概略設計を実施しました。 

【建設計画課】 

◇ 下土狩駅駐輪場及び長泉なめり駅前自転車駐車場内の管理を週 6 日、朝・夕 2

時間ずつ実施しました。また、放置自転車についても、年 3 回調査を実施し、

撤去を行いました。【管理日数】292 日 【撤去数】64 台 

【地域防災課】 

◇ 町内バス路線を集約したバスマップを作成し、町内公共施設や医療機関などに

配架するとともに、ウェブサイトにも掲載しました。 

【企画財政課】 

◇ 町内を運行する赤字路線に対して補助金を交付しました。 【企画財政課】 

◇ 御殿場線利活用推進協議会に参画し、利便性向上等に関する要望活動を行いま

した。 

【企画財政課】 

◇ JR 東海に対し、三島駅発着の御殿場線の増加等の要望書を提出しました。 【企画財政課】 

◇ 国土交通省の「地域公共交通確保維持改善事業費補助金（自動運転実証調査事

業）の採択を受け、富士山南東スマートフロンティア推進協議会が主体となり、

三島駅北口と下土狩駅を結ぶ区間約 1.5km で、小型バスタイプ車両を用いた自

動運転実証実験を行いました。 

【企画財政課】 

   

2023（令和 5）年度の実績 

2023（令和 5）年度の実績 
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【⾏動⽅針】

2 
環境⽬標 1｜脱炭素を実現するまち 

再⽣可能エネルギー等を普及・推進する 
 

 

 

指標 太陽光発電設置件数（累計） 担当課 くらし環境課 

指標の定義 太陽光発電の設置に対して補助を行った件数（累計） 

数
値
目
標 

策定時 2020 年度 1,037 件 

 

現状値 2023 年度 1,148 件 

目標値＊ 2023 年度 1,274 件 

評価 B 80～100％未満達成 

中間目標 2026 年度 1,510 件 

最終目標 2031 年度 1,910 件 

現状コメント 太陽光発電設置件数は、毎年着実

に増加しています。 

 

指標 燃料電池コージェネレーションシステム 

設置件数（累計） 

担当課 くらし環境課 

指標の定義 燃料電池コージェネレーションシステムへの補助件数（累計） 

数
値
目
標 

策定時 2020 年度 98 件 

 

現状値 2023 年度 127 件 

目標値＊ 2023 年度 154 件 

評価 B 80～100％未満達成 

中間目標 2026 年度 210 件 

最終目標 2031 年度 310 件 

現状コメント 燃料電池コージェネレーション

件数は、毎年着実に増加していま

す。 

 

指標 家庭用蓄電池設置件数（累計） 担当課 くらし環境課 

指標の定義 家庭用蓄電池への補助件数（累計） 

数
値
目
標 

策定時 2020 年度 63 件 

 

現状値 2023 年度 180 件 

目標値＊ 2023 年度 152 件 

評価 A 100％以上達成 

中間目標 2026 年度 240 件 

最終目標 2031 年度 390 件 

現状コメント 家庭用蓄電池件数は、毎年着実に

増加しています。 
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①再生可能エネルギーの導入促進と周辺環境との調和 
 家庭を対象に再生可能エネルギー機器への補助を行います。 

 中小事業者を対象に再生可能エネルギー設備への補助を行います。 

 町内の再生可能エネルギーを活用した施設について、普及・PR を行います。 

 「長泉町自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例」に基づき、再生可能

エネルギー発電事業と周辺環境との調和を図ります。 

 

 
  

◇ 太陽光発電システム、家庭用蓄電池、家庭用燃料電池コージェネレーションシ

ステム、V2H 充放電設備、電気自動車、プラグインハイブリッドに対する補助

金を交付する事業を行いました。 

【くらし環境課】 

◇ 再生可能エネルギー発電施設の設置に係る土地利用は、条例に基づく規制・指

導等を行いました。 

【建設計画課】 

 

②気候変動による影響の低減 

 人の健康や都市生活、農畜産業、自然環境に対する影響の緩和、災害の減災など、気候変動によ

る影響を少なくするための施策を推進します。 

 

 
  

◇ なし  

   

2023（令和 5）年度の実績 

2023（令和 5）年度の実績

町の施策 
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【⾏動⽅針】

3 
環境⽬標 2｜ごみのない 資源が循環するまち 

4R を推進する 
 

 

 

指標 1 人 1 日当たりごみ排出量 担当課 くらし環境課 

指標の定義 ごみ総排出量÷人口÷365 日 

数
値
目
標 

策定時 2020 年度 708g/人・日 

 

現状値 2023 年度 669g/人・日 

目標値＊ 2023 年度 685g/人・日 

評価 A 100％以上達成 

中間目標 2025 年度 670g/人・日 

最終目標 2031 年度 660g/人・日 

現状コメント 1 人 1 日当たりのごみ排出量は、

ここ数年は横ばい傾向となって

います。 

 

指標 再資源化率 担当課 くらし環境課 

指標の定義 （直接資源化量+施設処理による資源化量）÷総ごみ処理量×100 

数
値
目
標 

策定時 2020 年度 25.0％ 

 

現状値 2023 年度 23.0％ 

目標値＊ 2023 年度 26.2％ 

評価 B 80～100％未満 

中間目標 2025 年度 27.0％ 

最終目標 2031 年度 29.0％ 

現状コメント 再資源化率はここ数年横ばい傾

向となっています。 

 

指標 生ごみ処理機器補助基数（累計） 担当課 くらし環境課 

指標の定義 1993（平成 5）年度以降、助成を行った生ごみ堆肥化容器及び生ごみ処理機の基数（累

計） 

数
値
目
標 

策定時 2020 年度 1,254 基 

 

現状値 2023 年度 1,389 基 

目標値＊ 2023 年度 1,312 基 

評価 A 100％以上達成 

中間目標 2026 年度 1,370 基 

最終目標 2031 年度 1,470 基 

現状コメント 生ごみ処理機器補助基数は順調

に増加しています。 
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①ごみの発生抑制（リフューズ・リデュース）の推進 
 プラスチックをはじめとするごみの減量につながる販売・購入スタイルの普及を図ります。 

 水切りの徹底、生ごみ処理機器への補助などにより、生ごみの減量を推進します。 

 家庭ごみの有料化を検討します。 

 事業系ごみの削減のため、受け入れ制限を行います。 

 排出されたごみの組成を調査することで、直接搬入ごみの減量を図ります。 

 

 
  

◇ 生ごみ処理機への補助金を交付しました。 【くらし環境課】 

◇ 毎月、ごみ質調査を行いました。 【くらし環境課】 

 

②ごみの再利用（リユース）・再資源化（リサイクル）の推進 

 ごみの再利用を促進するため、フリーマーケット・バザーの開催支援、不用品活用バンクの利用

を促進します。 

 民間事業者による店頭回収などの再資源化を支援します。 

 剪定枝の回収・チップ化などによる再資源化を推進します。 

 町民への食品ロスに関する普及啓発やフードバンクへの有効活用の促進をします。 

 小型家電の回収・資源化を図ります。 

 公共施設において環境負荷の少ない製品の使用を行います。 

 

  

◇ 不用品活用バンクの申し込み状況をウェブサイトに掲載しました。 【くらし環境課】 

◇ 搬入された木くずのうち、剪定枝は可燃、太径は委託にてチップ化処理を行い

ました。 

【くらし環境課】 

◇ ファイリング用品の再利用及びミスプリント用紙の再利用（両面使用）を行い

ました。 

【会計課】 

◇ 学校からのごみは、分別の意識を高めることや再資源化として利用できるよう

にするため、分別回収を実施しました。 

【教育推進課】 

 

③ごみに関する普及啓発・調査研究 

 アルミ缶回収や地域清掃活動、塵芥焼却場などへの社会科見学、出前講座など、学校教育と連携

した意識啓発を図ります。 

 広報や出前講座、生涯学習講座などを活用し、町民・事業者への情報提供と意識啓発を図りま

す。 

 ごみ処理施設の見学による意識啓発を図ります。 

 「廃棄物減量等推進審議会」により、ごみの減量・再資源化に向けた総合的な施策の検討を行い

ます。 

 

 
  

◇ 塵芥焼却場への社会科見学で小学校 3 校を受け入れました。 【くらし環境課】 

◇ 出前講座に応募がありませんでした。 【くらし環境課】 

   

2023（令和 5）年度の実績 

2023（令和 5）年度の実績 

2023（令和 5）年度の実績 

町の施策 
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【⾏動⽅針】

4 
環境⽬標 2｜ごみのない 資源が循環するまち 

ごみを適正に処理する 
 

 

 

指標 最終処分場の埋め立てごみ搬入量 担当課 くらし環境課 

指標の定義 最終処分場へ搬入を行った埋め立てごみ量 

数
値
目
標 

策定時 2020 年度 1,347t/年 

 

現状値 2023 年度 1,180t/年 

目標値＊ 2023 年度 1,334t/年 

評価 A 100％以上達成 

中間目標 2026 年度 1,320t/年 

最終目標 2031 年度 1,300t/年 

現状コメント 最終処分場へ搬入を行った埋め

立てごみ量は、減少傾向となって

います。 

 

指標 最終処分場の 1 人当たり埋め立てごみ搬入量 担当課 くらし環境課 

指標の定義 最終処分場へ搬入を行った埋め立てごみ量÷人口 

数
値
目
標 

策定時 2020 年度 30.9kg/人・年 

 

現状値 2023 年度 27.1kg/人・年 

目標値＊ 2023 年度 30.6kg/人・年 

評価 A 100％以上達成 

中間目標 2026 年度 30.3kg/人・年 

最終目標 2031 年度 29.8kg/人・年 

現状コメント 最終処分場の 1 人当たり埋め立

てごみ搬入量は、ここ数年は減少

傾向となっています。 

 

 

 

①効率的な収集･運搬 
 分別排出の周知徹底を図ります。 

 各自治会が管理するごみステーションの適正管理を支援します。 

 高齢者や障がい者の個別訪問によるごみ収集を支援します。 

 効率的な収集・運搬方法の検討を行います。 

 

 
  

◇ ごみカレンダー等を配布し、分別について周知しました。 【くらし環境課】 

◇ 各区のごみステーションに折り畳み式かご等の配布をしました。 【くらし環境課】 

◇ にこにこ収集を実施しました。 【くらし環境課】 
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②適切な中間処理の実施 

 適正な再資源化ルートの選定を行います。 

 再資源化量を正確に把握するため、計量を充実します。 

 塵芥焼却場の適正な維持管理を行います。 

 ごみ処理の効率化を図るため、広域的な取り組みを推進します。 

 

 
  

◇ 再資源化量の計量をしました。 【くらし環境課】 

◇ 塵芥焼却場の適正な維持管理をしました。 【くらし環境課】 

 

③適切な汚泥処理の推進 

 脱水汚泥の外部搬出処理を行います。 

 最終処分場の適正な維持管理、延命化を図ります。 

 不適物の混入防止の啓発をします。 

 産業廃棄物の最終処分場への持ち込み禁止を徹底し、自ら処理するよう指導します。 

 し尿及び浄化槽汚泥の収集・運搬の事業者に対する指導・助言を行います。 

 裾野市長泉町衛生施設組合の管理するいずみ苑において、し尿及び浄化槽汚泥の適正処理を行い

ます。 

 

 
  

◇ 2023（令和 5）年度は、脱水汚泥 176t を外部搬出しました。 【裾野市長泉町衛生施設組合】 

◇ 最終処分場の適正な維持管理をしました。 【くらし環境課】 

◇ ごみの出し方便利帳を配布し周知・啓発を行いました。 【くらし環境課】 

◇ 事業者に対し、産業廃棄物の最終処分場への持ち込み禁止を徹底し、自ら処分

するよう指導しました。 

【くらし環境課】 

◇ 法令などの制限に従い、し尿及び浄化槽汚泥の収集・運搬業者に対し、指導等

を行いました。 

【くらし環境課】 

◇ 2023（令和 5）年度は、し尿及び浄化槽汚泥 6,029t を処理しました。 【裾野市長泉町衛生施設組合】 

 

   

2023（令和 5）年度の実績 

2023（令和 5）年度の実績 
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【⾏動⽅針】

5 
環境⽬標 3｜みんなで取り組み 環境を育むまち 

環境について学び⾏動する 
 

 

 

指標 環境に関する講座や教室の参加者数（累計） 担当課 くらし環境課 

指標の定義 環境に関する講座や教室に参加した人の数（累計） 

数
値
目
標 

策定時 2020 年度 1,300 人 

 

現状値 2023 年度 1,315 人 

目標値＊ 2023 年度 2,875 人 

評価 D 50％未満達成 

中間目標 2026 年度 4,450 人 

最終目標 2031 年度 6,700 人 

現状コメント 2023(令和 5)年度は、環境に関す

る講座や教室は実施しませんで

した。 

 

指標 アースキッズ参加者数（累計） 担当課 くらし環境課 

指標の定義 2007（平成 19）年度以降、アースキッズに参加した人の数（累計） 

数
値
目
標 

策定時 2020 年度 1,937 人 

 

現状値 2023 年度 3,265 人 

目標値＊ 2023 年度 3,284 人 

評価 B 50～80％未満達成 

中間目標 2026 年度 4,630 人 

最終目標 2031 年度 6,880 人 

現状コメント アースキッズ事業は、2021（令和

3）年度よりアースキッズライト

として町内 3 小学校で実施して

います。 

 

 

■町の施策 
①環境教育・環境学習の推進体制の強化 
 環境教育・環境学習の体制の強化、教材の作成を行います。 

 静岡県地球温暖化防止活動推進センターとの協働による環境教育・環境学習を行います。 

 自然教室・遠足・社会科見学などでの環境教育・環境学習を行います。 

 環境教育・環境学習の地域指導者を養成します。 

 緑の少年団活動を推進します。 

 森づくりを総合学習に取り入れるための組織づくりを行います。 
 

 
  

◇ 小学校では、地域探検に出かけたり、郷土読本を使ったりして、町内の歴史や

自然、環境について学びました。中学校では 3 年生が総合的な学習の時間、教

材を活用しながら、町への提言をまとめていきました。 

【教育推進課】 
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◇ 町内の小学 4 年生に対し、アースキッズライト事業を実施し、環境保護や SDGs

について学びました。 

【くらし環境課】 

◇ 各校の 4 年生が塵芥焼却場・最終処分場、下水処理場へ社会科見学に行き、ご

みの処理や水の利用など環境について学習しました。 

【教育推進課】 

◇ 学校内における緑化推進活動を行いました。 【工事管理課】 

 

②環境について学ぶ機会や場所の提供 

 自然観察会の開催、塵芥焼却場の見学、リサイクル活動などを通じて環境保全意識の高揚を図り

ます。 

 ポスター・作文などのコンクールを実施し、環境教育の啓発に努めます。 

 学校における自発的な環境学習活動を実施します。 

 環境に関する展示コーナーや町のイベントなど、環境学習の場の提供について検討します。 

 桃沢野外活動センターを活用して人と自然とのふれあいを促進します。 

 

 
  

◇ 狩野川水系水質保全協議会において、河川美化ポスターを町内の小中学校から

募集し、表彰と展示を実施しました。 

【くらし環境課】 

◇ 環境ポスターは、静岡県主催のコンクールに参加応募しました。 【教育推進課】 

◇ 委員会活動として、牛乳パックのリサイクルやアルミ缶等、回収を実施しまし

た。委員を中心に周囲に呼びかけを行うことで、エコ活動への意識の高揚につ

ながっています。 

【教育推進課】 

◇ 指定管理者主催の自然の中で親子が一緒に様々な体験を楽しむイベント「桃

チャレ」を月に 1 回のペースで定期的に開催しています。親子でのふれあいや

自然とのふれあいを大切にし、多彩なアクティビティを提供しており、毎回多

くの親子が参加し、笑顔と感動が溢れるひとときを過ごしています。 

【健康増進課】 

 

③環境情報の提供・環境保全活動の拡大 

 環境報告書を作成・公表するほか、環境基本計画概要版の活用、広報ながいずみへの掲載など、

環境基本計画の周知啓発を行います。 

 環境保全に関する表彰を実施します。 

 環境情報を環境教育に活用します。 

 町民や事業者、環境保全団体などによる環境保全活動を支援します。 

 イベント実施時には、公共交通機関の利用、再利用できる製品の使用、カーボンオフセットの活

用など、できるだけ環境への負荷の少ない方法を検討・実施します。 

 

 
  

◇ 長泉町環境美化運動推進協議会より、環境美化活動に貢献した区、河川美化活

動を行っている団体、個人に対し、環境美化功労として表彰を行いました。 

【くらし環境課】 

◇ 各教科や総合学習で、インターネットを活用した環境に関する調べ学習を実施

しました。2021（令和 3）年度から 1人 1 台のタブレット端末を導入したため、

より手軽にインターネットで調べ学習ができるようになりました。 

【教育推進課】 

◇ 学校からのごみは分別回収を実施しました。また委員会活動で牛乳パックのリ

サイクルやアルミ缶等の回収を実施しました。 

【教育推進課】 

◇ わくわく祭りや産業祭において、公共交通機関での来場を呼びかけました。 【産業振興課】 

◇ 町立園からのごみは分別回収を実施しました。また PTA 活動で牛乳パックのリ

サイクルを実施しました。 

【こども未来課】 

2023（令和 5）年度の実績 

2023（令和 5）年度の実績 
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◇ 福祉会館、在宅福祉総合センター、障がい者就労支援施設において、緑化に努

めています。 

【福祉保険課】 
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【⾏動⽅針】

6 
環境⽬標 4｜⼈と⾃然が 共⽣するまち 

森林と農地をまもる 
 

 

 

指標 民有林の間伐面積 担当課 産業振興課 

指標の定義 民有林で 1年間に間伐を行った面積 

数
値
目
標 

策定時 2020 年度 18ha/年 

 

現状値 2023 年度 2ha/年 

目標値＊ 2023 年度 3ha/年 

評価 C 50～80％未満達成 

中間目標 2026 年度 3.0ha/年 

最終目標 2031 年度 3.0ha/年 

現状コメント 民有林の間伐要望が少なく、目標

どおりに整備は進みませんでし

た。 

 

指標 認定農業者数 担当課 産業振興課 

指標の定義 認定農業者として登録されている農業経営体の数 

数
値
目
標 

策定時 2020 年度 17 人 

 

現状値 2023 年度 18 人 

目標値＊ 2023 年度 18 人 

評価 A 100％以上未満達成 

中間目標 2025 年度 18 人 

最終目標 2031 年度 21 人 

現状コメント 新規の申請があり、前年度より 1

件増加しています。 

 

 

①森林の保全と適正利用 
 林地開発許可制度の運用、森林の利用転換や土地形質変更について事業者への指導・助言を行い

ます。 

 国有林は、水土保全を重視する森林として、林野庁と連携しながら保全します。 

 水と緑の杜公園などで森づくりや川に親しむイベント（アマゴ放流、水生生物観察会）を開催し

ます。 

 森林環境教育の一環として、町内園児を対象に間伐体験を実施します。 

 

 
  

◇ 法令などの制限に従い、事業者に対して指導・助言などを行いました。 【産業振興課】 

◇ 狩野川水系水質保全協議会、長泉町環境美化運動推進協議会において、アマゴ

の放流を実施しました。 

【くらし環境課】 
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◇ 森づくり事業を実施しました。 【工事管理課】 

 

②総合的な森林管理と森林施業の推進 

 長泉町森林整備計画による総合的な森林管理や林道の整備を行います。 

 針葉樹から広葉樹への転換や、在来種による森づくりを行います。 

 町有林の人工林を間伐します。 

 森林組合との連携により、森林施業の推進や林業従事希望者への支援をします。 

 町民参加型の植林・育成活動や森林環境教育を行います。 

 森林認証などを受けた木製品、間伐材などを利用するとともに、広く普及啓発します。 

 

 
  

◇ 事業者と調整し、総合的な森林管理や林道の整備を行いました。 【産業振興課】 

◇ 針葉樹から広葉樹への転換や、在来種による森づくり事業を実施しました。 【工事管理課】 

◇ 町内の幼稚園、保育園及びこども園（計 13 園）の年長クラス（5 歳児）を対

象に、町有林の有効活用と森林環境教育を目的とした間伐体験を実施しまし

た。 

【企画財政課】 

◇ 町内小学生による緑の少年団の参加で、植林・育成活動などの森づくり事業

を実施しました。 

【工事管理課】 

 

③総合的な農業振興と自然環境への配慮 

 計画的な農業振興を図るとともに、耕作放棄地の解消を図ります。 

 地域住民による農地・水・環境保全向上活動の支援・助言を行います。 

 新たな担い手確保、認定農業者の育成を働きかけます。 

 

 
  

◇ 農地の有効活用に向け、県と連携し農業法人誘致に取り組みました。 【産業振興課】 

◇ 地域住民による農地・水・環境保全向上活動を支援し、活動の助言を行いま

した。 

【産業振興課】 

◇ 県、町、JA、地域農業者が連携し、新たな担い手確保のための研修を実施し

ました。また、関係機関と連携し、農業法人誘致に取り組みました。 

【産業振興課】 

 

④地産地消の推進 

 地産地消により、消費者に信頼される産地づくりを行います。 

 特産品の普及や地域食材を活かしたメニューの考案などを行います。 

 学校給食で地産地消を推進します。 

 農業協同組合と連携し、地域食材の販売を促進します。 

 

 
  

◇ 町内の幼稚園、保育園及びこども園にて地産地消事業を実施しました。 【産業振興課】 

◇ 健康増進課で作成したトクサンジャーの塗り絵を町内すべての幼稚園、保育

園及びこども園の年長児（5 歳児クラス）13 園・411 人に配布し、町の特産

品について学ぶ機会としました。 

【健康増進課】 

◇ 町の特産品を使用したレシピ集「長泉町特産品ニコニコレシピ」を配布しま

した。 

【健康増進課】 

◇ 地産地消のための食材購入費 2,000 万円を毎年予算措置しており、地元で生

産された農畜産物を積極的に学校給食に活用しているほか、食育活動の一環

【学校給食センター】 

2023（令和 5）年度の実績 

2023（令和 5）年度の実績 

2023（令和 5）年度の実績 
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として、町の特産物を中心とした学校給食「長泉の日」を、8 月を除く毎月

1 回実施しました。 

◇ 農業協同組合と連携し、産直市で「あしたか牛フェア」を実施するなど、地

域食材の販売促進を推進しました。 

【産業振興課】 

 

⑤環境保全型農業の推進 

 環境保全型農業による減農薬・減化学肥料栽培の取り組みを支援します。 

 家畜排泄物は適正に管理し、堆肥として土づくりに活用します。 

 

 
  

◇ 環境にやさしい農業推進事業を実施し、環境負荷低減に努めました。 【産業振興課】 

◇ 県、関係市町、対象農家で構成する富士山麓堆肥利用促進協議会で畜産農家

の堆肥活用について取り組みました。 

【産業振興課】 

 
 
 

  

2023（令和 5）年度の実績 
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【⾏動⽅針】

7 
環境⽬標 4｜⼈と⾃然が 共⽣するまち 

⾝近な⾃然や⽣きものと共に⽣きる 
 

 

 

指標 水生生物観察会の参加人数（累計） 担当課 くらし環境課 

指標の定義 水生生物観察会に参加した人の数 

数
値
目
標 

策定時 2020 年度 398 人 

 

現状値 2023 年度 524 人 

目標値＊ 2023 年度 534 人 

評価 B 80～100%未満達成 

中間目標 2026 年度 670 人 

最終目標 2031 年度 870 人 

現状コメント 水生生物観察会を実施し、47 名

が参加しました。 

 

指標 桃沢野外活動センターの利用者数 担当課 健康増進課 

指標の定義 桃沢野外活動センターを利用した人の数 

数
値
目
標 

策定時 2020 年度 37,597 人/年 

 

現状値 2023 年度 50,634 人/年 

目標値＊ 2023 年度 38,799 人/年 

評価 A 100%以上達成 

中間目標 2026 年度 40,000 人/年 

最終目標 2031 年度 42,000 人/年 

現状コメント 2020（令和 4）年度に比べ、宿泊

棟利用者の増加が顕著になりま

した。 

 

 

①自然環境の保全と自然観察会・保護活動の実施 
 愛鷹山の自然環境を保全・管理します。 

 自然環境との調和・共生に配慮した土地利用を行います。 

 水生生物観察会などを行います。 

 環境美化運動推進協議会や地域団体などと連携し、桃沢川にアマゴの稚魚を放流します。 

 

 
  

◇ 地元住民とともに愛鷹山の自然環境の保全・整備に努めました。 【産業振興課】 

◇ 河川愛護啓発、水質保全の観点から狩野川水系水質保全協議会、長泉町環境美

化運動推進協議会において、アマゴの放流を実施しました。 

【くらし環境課】 

◇ 開発等にあたっては開発事業者に対し、自然への負荷を最小限に抑え、自然環

境との調和・共生に配慮した土地利用の助言・指導を行いました。 

【建設計画課】 

◇ 開発事業者に対し、周辺の自然的土地利用に配慮した土地利用の助言・指導を 【産業振興課】 
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行いました。 

◇ 親子水生生物観察会を実施しました。 【くらし環境課】 
 

②鳥獣保護と適正管理及び動物愛護の推進 

 鳥獣保護管理法に基づく野生鳥獣の保護を行うとともに、有害鳥獣対策を支援し、農畜産物被害

の防止に努めます。 

 飼い猫や飼い主のいない猫の避妊去勢手術への助成、ペットの飼養マナーの指導、狂犬病予防接

種の推進など、動物愛護を推進します。 
 

 
  

◇ 12 件の有害鳥獣防護柵等設置費補助金を受付するとともに、町猟友会に有害

鳥獣捕獲を委託しました。 

【産業振興課】 

◇ 飼い主のいない猫への無責任な餌やりや飼い猫の飼育に関して、広報等で周知

しました。 

【くらし環境課】 

 

③自然とのふれあいの場や機会の創出 

 野外活動施設などの整備を図り、自然環境活用型の森林の有効利用を進めて、町民が自然環境に

親しむ場を創出します。 

 桃沢野外活動センターでは、魅力的な事業の企画運営について指定管理者に依頼し、人と自然と

のふれあいを促進します。 

 水と緑の杜公園などの水辺の維持管理を行います。 

 自然と親しむ場の創出につながるイベントを開催します。 

 水と緑の杜公園などで森づくりや川に親しむイベント（アマゴ放流、水生生物観察会）を開催し

ます。 

 自然とのふれあいを促進するため、道路、公共サインや遊歩道の整備を行います。 

 河川や水路、寺社林や屋敷林など、まちなかに残る自然環境を保全します。 
 

 
  

◇ 自然の中でリラックスした時間を過ごしてもらうために、桃沢キャンプ場内に

「ハンモックビレッジ」、野外活動センターに「焚き火フォレスト」を設置し、

訪れる人々が自然環境に親しむ機会やリフレッシュできる場を提供しました。

これらの施設を利用することで、自然とふれあう喜びを感じてもらいました。 

【健康増進課】 

◇ 野外活動センターでは、指定管理者による自主事業として、アウトドアクッキ

ングや自然の中でのヨガ体験などを実施しました。桃沢の豊かな自然にふれあ

う機会を得るとともに、その魅力を存分に楽しむことができ、アウトドアクッ

キングやヨガ体験を通じて自然とのふれあいの大切さを再認識し、地域の自然

環境の魅力を広く発信しました。 

【健康増進課】 

◇ 年間を通して業者委託による水と緑の杜公園の維持管理を実施しました。 【工事管理課】 

◇ 水と緑の杜公園での森づくり事業を実施しました。 【工事管理課】 

◇ 狩野川水系水質保全協議会、長泉町環境美化運動推進協議会において、アマゴ

の放流を実施しました。 

【くらし環境課】 

◇ 自然とのふれあいを促進するため、町道 575 号線は 100ｍの道路改良を行いま

した。 

【工事管理課】 

◇ 開発等にあたっては開発事業者に対し、自然への負荷を最小限に抑え、自然環

境との調和・共生に配慮した土地利用の助言・指導を行いました。 

【建設計画課】 

 

  

2023（令和 5）年度の実績 

2023（令和 5）年度の実績 
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【⾏動⽅針】

8 
環境⽬標 5｜⼼地よく 住み続けたいまち 

公園や緑を増やす 
 

 

 

指標 町民 1 人当たりの公園広場の面積 担当課 工事管理課 

指標の定義 公園広場の合計面積を人口で割った数 

数
値
目
標 

策定時 2020 年度 10.30ｍ2/人 

 

現状値 2023 年度 10.36ｍ2/人 

目標値＊ 2023 年度 10.34ｍ2/人 

評価 A 100％以上達成 

中間目標 2026 年度 10.38ｍ2/人 

最終目標 2031 年度 10.54ｍ2/人 

現状コメント 公園の整備が進み、町民 1 人当た

りの公園広場の面積は増加して

います。 

 

指標 市街化区域における町民 1 人当たりの 

都市公園面積 

担当課 建設計画課 

指標の定義 町民 1 人に対する市街化区域内の都市公園面積を住民基本台帳人口で除したもの 

数
値
目
標 

策定時 2019 年度 1.45ｍ2/人 

 

現状値 2023 年度 1.49ｍ2/人 

目標値＊ 2023 年度 1.88ｍ2/人 

評価 B 80～100%未満達成 

中間目標 2025 年度 2.10ｍ2/人 

最終目標 2031 年度 2.78ｍ2/人 

現状コメント 市街化区域における町民 1 人当

たりの都市公園面積は横ばいと

なっていますが、現在鮎壺公園の

整備を進めています。 

 

指標 町民が管理する花壇数 担当課 工事管理課 

指標の定義 町民が管理している花壇の数 

数
値
目
標 

策定時 2020 年度 79 箇所 

 

現状値 2023 年度 79 箇所 

目標値＊ 2023 年度 85 箇所 

評価 B 80～100%未満達成 

中間目標 2026 年度 90 箇所 

最終目標 2031 年度 100 箇所 

現状コメント 町民が管理する花壇数は、横ばい

傾向となっています。 
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①公園緑地の保全と整備・活用 
 公園・広場の空白地域における公園整備を行います。 

 鮎壺公園の維持管理、イベントでの利活用について検討します。 

 

 
  

◇ 都市計画が決定された鮎壺公園・鮎壺の滝緑地の整備を進めました。 【建設計画課】 

◇ 鮎壺公園の吊橋の保守点検を実施しました。 【工事管理課】 

 

②公共施設・公園・道路などの緑化推進 

 公共施設内の緑化木などの維持管理、フラワーポットによる緑化を推進します。 

 公共施設への花の配布、ハンギングバスケットの設置、ポケットパークの緑化を推進します。 

 身近な広場の整備、新設の都市計画道路整備では、街路樹などの植栽を検討します。 

 各地区の緑化推進を支援します。 

 町民との協働による道路の花壇管理を継続します。 

 

 
  

◇ 町立園で年 1 回程度の緑化木剪定業務を委託し、花の植替え等も年 4 回程度

実施しました。 

【こども未来課】 

◇ 6 月と 11 月に配布された花苗をプランターに植えました。 【南部地区センター】

◇ 学校施設内の緑化は、委員会活動を中心に植栽及び花壇の管理を行い、緑化に

努めました。 

【教育推進課】 

◇ 公共施設や各区に花苗配布を実施し、ハンギングバスケットの維持管理を行い

ました。 

【工事管理課】 

◇ 公園、道路等の整備にあたっては緑の確保を検討しました。 【建設計画課】 

◇ 花苗配布を介して各区へ支援を行いました。 【工事管理課】 

◇ 花いっぱい倶楽部とともに、がんセンター周辺道路の花の植替え、維持管理

を行いました。 

【工事管理課】 

 

③家庭や事業所における緑化推進 

 緑化に関する出前講座、園芸講習会、緑化リーダーの育成などにより、緑化についての普及啓発

を行います。 

 花と緑のコンクールを開催します。 

 土地利用事業指導、開発許可や景観計画の届出において、緑地の確保を適切に指導します。 

 適正な工場緑地の維持・管理を普及・啓発します。 

 

 
  

◇ ふれあい出前講座の申請がありませんでした。 【工事管理課】 

◇ 第 9 回長泉町花と緑のコンクールを実施しました。 【工事管理課】 

◇ 土地利用事業指導、開発許可及び景観計画の届出等において、緑化等に関する

助言・指導を行いました。 

【建設計画課】 

◇ 緑化優良工場等表彰へ町内企業の推薦を 1 件行いました。 【産業振興課】 
  

2023（令和 5）年度の実績 

2023（令和 5）年度の実績 

2023（令和 5）年度の実績 

町の施策 
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【⾏動⽅針】

9 
環境⽬標 5｜⼼地よく 住み続けたいまち 

清潔で美しいまちにする 
 

 

 

指標 清掃の日に参加した延べ人数 担当課 くらし環境課 

指標の定義 清掃の日に参加した延べ人数（累計） 

数
値
目
標 

策定時 2020 年度 20,012 人 

 

現状値 2023 年度 28,107 人 

目標値＊ 2023 年度 25,006 人 

評価 A 100％以上達成 

中間目標 2026 年度 30,000 人 

最終目標 2031 年度 30,000 人 

現状コメント 清掃活動を実施し、28,107 人が

参加しました。 

 

指標 河川清掃参加者数 担当課 くらし環境課 

指標の定義 河川清掃に参加した人の数 

数
値
目
標 

策定時 2019 年度 2,692 人/年 

 

現状値 2023 年度 2,629 人/年 

目標値＊ 2023 年度 3,000 人/年 

評価 B 80～100％未満達成 

中間目標 2026 年度 3,000 人/年 

最終目標 2031 年度 3,000 人/年 

現状コメント 新型コロナウイルス感染症拡大

防止のために中止としていた町

内一斉清掃を 4 年ぶりに実施し

ました。 

 

 

①自然景観の保全と調和 
 法令に基づく山林・斜面緑地・農地の景観の保全を図ります。 

 滝、淵、湧水などを伊豆半島ジオパークのジオサイトなどとして保全します。 

 景観条例に定める眺望点の指定に向けて、調査や必要な整備を進めます。 

 既成市街地内の工場は、修景や緑化を進め、周辺環境と調和する景観とします。 

 

 
  

◇ 山林や斜面緑地、農地は、関係法令に基づき計画するよう、指導・助言を行い

ました。 

【建設計画課】 

◇ 伊豆半島ジオパークのジオサイトに解説板を整備し、保全への理解を深めまし

た。 

【産業振興課】 

◇ 町内に 9 箇所の眺望点を指定しています。 【建設計画課】 

◇ 土地利用事業指導及び景観計画の届出等において、緑化に関する助言・指導等 【建設計画課】 
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を行いました。 

◇ 工場立地法に基づく緑地率の周知を行いました。 【産業振興課】 

 

②ポイ捨てごみ対策の実施 

 空き缶拾い運動、清掃の日、ポスターや表彰による意識啓発などの町内一斉ごみゼロ運動を実施

します。 

 ウォーキングアプリなどを活用し、健康づくり活動としてのウォーキングを行いながら、あわせ

てごみ拾いや防犯といった観点を含めた活動をしていきます。 

 町内河川一斉清掃を実施するとともに、町民が現状の認識をすることにより河川美化意識の高揚

を図ります。 

 狩野川水系水質保全協議会による河川美化に関する活動を実施します。 

 ペットのふんの処理など、ペットの飼養マナーの指導や啓発を行います。 

 

 
  

◇ 鮎壺の滝の河川清掃をはじめ、狩野川水系水質保全協議会による河川美化に関

する活動を実施しました。 

【くらし環境課】 

 

③不法投棄対策の推進 

 不法投棄パトロールの強化や県・警察との連携を図ります。 

 不法投棄監視カメラや看板の設置などで啓発活動を継続して行います。 

 

  

◇ 警察の立会や不法投棄パトロールを実施しました。 【くらし環境課】 

 

 
  

2023（令和 5）年度の実績 

2023（令和 5）年度の実績 
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【⾏動⽅針】

10 
環境⽬標 6｜⽔と空気がきれいで 安全・安⼼なまち 

⽔や空気をきれいにする 

 

 

指標 黄瀬川環境基準達成率 担当課 くらし環境課 

指標の定義 黄瀬川における BOD の環境基準達成率 

数
値
目
標 

策定時 2020 年度 100.0％ 

 

現状値 2023 年度 100.0％ 

目標値＊ 2023 年度 100.0％ 

評価 A 100％以上達成 

中間目標 2026 年度 100.0％ 

最終目標 2031 年度 100.0％ 

現状コメント 住民や企業の環境啓発活動が活

発に行われていることから、黄瀬

川における BOD の環境基準は達

成しました。 

 

指標 公共下水道普及率 担当課 上下水道課 

指標の定義 公共下水道人口÷行政人口×100 

数
値
目
標 

策定時 2020 年度 77.7％ 

 

現状値 2023 年度 80.4％ 

目標値＊ 2023 年度 80.7％ 

評価 B 80～100％未満達成 

中間目標 2026 年度 83.7％ 

最終目標 2031 年度 88.7％ 

現状コメント 公共下水道は順調に整備が進み、

増加傾向となっています。 

 

指標 下水道整備率 担当課 上下水道課 

指標の定義 下水道事業の全体計画面積のうち整備が完了した面積 

数
値
目
標 

策定時 2019 年度 64％ 

 

現状値 2023 年度 68％ 

目標値＊ 2023 年度 67％ 

評価 A 100％以上達成 

中間目標 2025 年度 68％ 

最終目標 2031 年度 72％ 

現状コメント 例年どおりの整備率の上昇で、目

標達成に向けて整備を進められ

ています。 

 

 

 

 

100 100 100 100 100 100 100 

0

20

40

60

80

100

2020 21 22 23 23 26 31

（％）

目標実績値

77.7 78.7 80.6 80.4 80.7 83.7 
88.7 

0

20

40

60

80

100

2020 21 22 23 23 26 31

（％）

目標実績値

64 64 66 67 68 67 68 
72 

0

20

40

60

80

100

2019 20 21 22 23 23 25 31

（％）

目標実績値

数値⽬標 



第 3章 環境基本計画の進捗状況 

 
34 

指標 汚水処理人口普及率 担当課 くらし環境課 

指標の定義 （公共下水道＋合併処理浄化槽人口）÷計画処理区域内人口×100 

数
値
目
標 

策定時 2020 年度 86.0％ 

 

現状値 2023 年度 90.4％ 

目標値＊ 2023 年度 87.5％ 

評価 A 100％以上達成 

中間目標 2026 年度 89.0％ 

最終目標 2031 年度 91.5％ 

現状コメント 汚水処理人口普及率は年々微増

しています。合併処理浄化槽への

転換をさらに進める必要があり

ます。 

 

指標 公害防止協定締結数 担当課 くらし環境課 

指標の定義 町が公害防止協定を結んでいる事業者の数 

数
値
目
標 

策定時 2020 年度 37 社 

 

現状値 2023 年度 38 社 

目標値＊ 2023 年度 38 社 

評価 A 100％以上達成 

中間目標 2026 年度 39 社 

最終目標 2031 年度 41 社 

現状コメント 新たな締結はありませんでした。 

 

 

①地下水の保全と水質の監視 
 地下水の水質検査、基準値超過地点をはじめとした定点観測を継続します。 

 地下水利用者に対して揚水量調査を実施し、揚水量の把握に努めます。 

 水質の定期測定を行います。 

 ゴルフ場で使用される農薬による河川への影響調査を実施します。 

 有機塩素系化合物の取り扱い事業所の把握・指導、水質検査を行います。 

 狩野川水系水質保全協議会による河川の環境美化活動を行います。 

 

 
  

◇ 長泉町水質検査計画に基づき 12 箇所の水質検査を実施しました。 【上下水道課】 

◇ 地下水利用者に対して揚水量調査を実施しており、揚水量の把握に努めまし

た。 

【くらし環境課】 

◇ ゴルフ場で使用される農薬による河川への影響調査を実施しました。 【くらし環境課】 

◇ 狩野川水系水質保全協議会において、アマゴの放流、河川美化ポスターの募集

と表彰、展示などの活動を実施しました。 

【くらし環境課】 

 

  

86.0 86.7 88.9 90.4 87.5 89.0 91.5 

0

20

40

60

80

100

2020 21 22 23 23 26 31

（％）

目標実績値

37 38 38 38 38 39 
41 

0

10

20

30

40

50

2020 21 22 23 23 26 31

（社）

目標実績値

2023（令和 5）年度の実績 

町の施策 



第 3章 環境基本計画の進捗状況 

 
35 

②生活排水処理施設の普及促進と汚濁負荷量の低減 

 処理開始区域内の世帯が早期に公共下水道に接続を行うよう、戸別訪問などの啓発活動を実施し

ます。 

 単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への切り替えの支援をします。 

 

 
  

◇ 公共下水道への接続を促す広報掲載（年 2 回）を行いました。 【上下水道課】 

 

③大気汚染や騒音振動の監視・発生抑制 

 県と連携して大気汚染や騒音・振動の測定、工場・事業所への規制・指導を行います。 

 道路交通量の多い地点について騒音測定を実施します。 

 道路整備により交通渋滞を抑制するとともに、安全・安心な生活道路、歩行者・自転車空間を確

保します。 

 民間路線バスの確保・利用促進、コミュニティバスの路線確保・見直しを図るとともに、JR 沿線

の自治体などと鉄道の利便性向上等の働きかけを行います。 

 

 
  

◇ 交通の分散等を図るため、(都）高田上土狩線整備工事及び、（都）沼津三島線

の事業化に向け概略設計を実施しました。 

【建設計画課】 

◇ 生活道路の小規模修繕を実施することで、安全安心な車両走行・歩行空間を推

進しました。 

【工事管理課】 

◇ 下土狩駅駐輪場及び長泉なめり駅前自転車駐車場内の管理を週 6 日、朝・夕 2

時間ずつ実施しました。また、放置自転車についても、年 3 回調査を実施し、

撤去を行いました。【管理日数】292 日 【撤去数】64 台 

【地域防災課】 

 

④公害の未然防止と化学物質の管理 

 工業団地などへの事業所の立地を推進し、市街地の住工混在の解消や無秩序な宅地化の防止など

に努め、適正な土地誘導を図ります。 

 環境保全協定の締結により、事業者の自主的な環境への負荷の低減を促進します。 

 県と連携して定期的な工場への立入調査を実施し、公害対策の指導に努めます。 

 公害苦情の早期の解決、再発防止に向けた対応を検討します。 

 有害化学物質を使用している事業者に対する情報提供や啓発を行います。 
 

 
 

 

 
  

◇ 企業訪問時に適正な土地誘導を図りました。 【産業振興課】 

◇ 町民からの公害苦情に対応しました。 【くらし環境課】 

◇ 有害化学物質を使用している企業に対し、測定の際に啓発を行いました。 【くらし環境課】 
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1 「広報ながいずみ」の環境関連記事（令和 5 年度） 
注）レイアウトの関係で発行年月の順番が前後する場合があります。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料編 

2023.4.1 

2023.4.1 

2023.4.1 

2023.4.1 

2023.4.1 

2023.4.1 



資料編 

 
38 

 

 

 

 

 

2023.4.1 

2023.4.15 

2023.5.1 

2023.6.1 

2023.5.1 

2023.6.1 

2023.6.1 



資料編 

 
39 

 
 

 
 

 

 
 

2023.6.1 

2023.6.1 

2023.6.1 

2023.6.1 

2023.6.1 2023.6.1 



資料編 

 
40 

 

 

 

 

 

 

  

2023.6.15 

2023.6.15 

2023.6.15 

2023.7.1 

2023.7.1 



資料編 

 
41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

2023.7.1 

2023.8.1 

2023.8.1 

2023.8.1 

2023.8.1 

2023.9.1 



資料編 

 
42 

 
 

 

 

 

2023.8.1 

2023.9.1 

2023.9.1 

2023.9.15 

2023.10.1 



資料編 

 
43 

 

 

 

 

 

 

 

  

2023.10.1 

2023.10.1 

2023.11.1 

2023.12.1 



資料編 

 
44 

 
 

 

 
 

 

2023.12.1 

2023.12.1 



資料編 

 
45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023.12.1 2023.12.1 

2023.12.1 2023.12.1 

2023.12.15 



資料編 

 
46 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024.1.1 

2024.1.1 2024.1.1 

2024.1.1 



資料編 

 
47 

 

 

 

2024.1.1 2024.2.1 

2024.2.1 

2024.2.1 

2024.2.15 



資料編 

 
48 

 
 

 

 

  

2024.3.1 

2024.3.15 



資料編 

 
49 

 
 

2 長泉町環境基本条例 
 

 (平成 22 年 3 月 24 日条例第 1 号)  

 

(目的) 

第 1 条 この条例は、環境の保全及び創造について、

基本理念を定め、町、町民及び事業者の責務を明ら

かにするとともに、環境の保全及び創造に関する施

策(以下｢環境施策｣という。)の基本となる事項を定

めることにより、環境施策を総合的かつ計画的に推

進し、もって現在及び将来の町民の健康で文化的な

生活の確保に寄与することを目的とする。 

 

(定義) 

第 2 条 この条例において、次の各号に掲げる用語

の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 環境への負荷 人の活動により環境に加えら

れる影響であって、環境の保全上の支障の原因とな

るおそれのあるものをいう。 

(2) 地球環境の保全 人の活動による地球全体の

温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野

生生物の種の減少その他の地球の全体又はその広範

な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全

であって、人類の福祉に貢献するとともに町民の健

康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。 

(3) 公害 環境の保全上の支障のうち、事業活動そ

の他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大

気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、

地盤の沈下及び悪臭によって、人の健康又は生活環

境に係る被害が生ずることをいう。 

 

(基本理念) 

第 3 条 環境の保全及び創造は、町民が健全で恵み

豊かな環境の恵沢を享受するとともに、良好で快適

な環境が将来の世代に継承されるよう適切に行われ

なければならない。 

2 環境の保全及び創造は、町、町民及び事業者が公

平な役割分担の下に、自主的かつ積極的に行われな

ければならない。 

3 環境の保全及び創造は、水と緑に象徴される自然

環境に恵まれた本町の特性を踏まえつつ、環境への

負荷を可能な限り減らすことにより、人と自然とが

共生できる循環型社会が構築されるよう行われなけ

ればならない。 

4 地球環境の保全は、人類共通の重要課題であり、

町民の健康で安全かつ快適な生活を将来にわたって

確保する上で極めて重要であるため、すべての事業

活動及び日常活動において推進されなければならな

い。 

 

(町の責務) 

第 4 条 町は、基本理念にのっとり、環境の保全及

び創造に関し、町域の自然的及び社会的条件に応じ

た総合的かつ計画的な環境施策を策定し、これを実

施する責務を有する。 

(町民の責務) 

第 5 条 町民は、基本理念にのっとり、環境の保全

及び創造に自ら積極的に努めるとともに、町が実施

する環境施策に協力する責務を有する。 

 

(事業者の責務) 

第 6 条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業

活動を行うに当たっては、これに伴って生ずる公害

の防止及び自然環境の適正な保全に必要な措置を講

ずる責務を有する。 

 

2 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に

関し、これに伴う環境への負荷の低減その他環境の

保全及び創造に自ら積極的に努めるとともに、町が

実施する環境施策に協力する責務を有する。 

 

(環境基本計画) 

第 7 条 町長は、環境施策を総合的かつ計画的に推

進するための基本的な計画(以下｢環境基本計画｣と

いう。)を定めなければならない。 

2 環境基本計画は、次に掲げる事項について定める

ものとする。 

(1) 総合的かつ長期的な環境施策の大綱 

(2) 前号に掲げるもののほか、環境施策を総合的か

つ計画的に推進するために必要な事項 

3 町長は、環境基本計画を定めるに当たっては、あ

らかじめ、町民及び事業者の意見を反映するために

必要な措置を講ずるとともに、第 15 条に規定する長

泉町環境審議会の意見を聴かなければならない。 

4 町長は、環境基本計画を定めたときは、速やかに

これを公表しなければならない。 

5 前 2 項の規定は、環境基本計画の変更について準

用する。 

 

(規制等の措置) 

第 8 条 町は、環境の保全上の支障を防止するため

に必要と認めるときは、関係行政機関と協議の上で、

法令に基づき必要な規制又は指導の措置を講ずるも

のとする。 

 

(公共施設の整備等の推進) 

第 9 条 町は、環境の保全上の支障を防止するため

に、必要な公共施設の整備その他環境への負荷を低

減する事業の推進に努めるものとする。 

 

(環境への負荷の低減に資する施策の促進) 

第 10 条 町は、環境への負荷の低減を図るため、町

民及び事業者による廃棄物の減量、資源の循環的な

利用及びエネルギーの合理的で効率的な利用が促進

されるよう、必要な措置を講ずるよう努めるものと

する。 
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(環境教育及び環境学習の推進) 

第 11 条 町は、町民及び事業者が、環境の保全及び

創造についての理解と関心が深められるように、環

境教育及び環境学習を推進するよう努めるものとす

る。 

 

(環境情報の提供) 

第 12 条 町は、環境教育及び環境学習の推進並びに

町民及び事業者が自発的に行う環境の保全及び創造

に関する活動の促進に資するため、必要な情報を提

供するよう努めるものとする。 

 

(国及び他の地方公共団体との協力) 

第 13 条 町は、環境の保全及び創造を推進するため

の広域的な取組が必要となる施策を実施するに当た

っては、国及び他の地方公共団体と協力して行うよ

う努めるものとする。 

 

(地球環境の保全の推進) 

第 14 条 町は、国及び他の地方公共団体並びに町民

及び事業者と連携し、地球環境の保全に関する国際

協力の推進に努めるものとする。 

 

(環境審議会) 

第 15 条 環境基本法(平成 5 年法律第 91 号)第 44

条の規定に基づき、環境の保全及び創造に関して必

要な事項を調査審議するため、長泉町環境審議会（以

下「審議会」という。）を置く。 

2 審議会は、町長の諮問に応じて、次に掲げる事項

について調査審議し、答申する。 

(1) 環境基本計画に関する事項 

(2) 環境施策を総合的かつ計画的に推進する上で

必要な事項 

 

(委任) 

第 16 条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則

で定める。 

 

附 則 

この条例は、平成 22 年 4 月 1 日から施行する
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